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北広島市国民健康保険運営協議会会議録 

  

1 会議名  令和元年度 第 2回北広島市国民健康保険運営協議会 

2 日 時  令和元年 12月 2日（月） 午後 6時 00分～午後 6時 40分 

3 会 場  市役所 3階会議室 3Ｃ 

4 出席者   

委 員 ：川島会長、伊東委員、今井委員、奥田委員、荒木委員 

事務局等：上野市長、三上保健福祉部長 

（税 務 課）林課長 

（健康推進課）影久主査 

（保険年金課）渡辺課長、三澤主査、立野主査、矢吹主任 

 

会議内容 

・審議事項 

(1) 北広島市国民健康保険税率の改定について 

(2) 北広島市国民健康保険税課税限度額の改定について 

・報告事項 

(1) 令和元年度国民健康保険事業特別会計補正予算（案）について 

 

開 会（午後 6時 00分） 

 

○事務局 

本日は、夜分お集まりいただきありがとうございます。 

欠席の連絡を受けております安達委員・山美委員を除き、皆様おそろいですので、令

和元年度第 2回国民健康保険運営協議会を開会いたします。 

それでは、会議次第 2「北広島市国民健康保険税の改定の諮問」でございます。 

上野市長から諮問書をお渡しいたします。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

 

(市長から会長へ諮問書を手渡し) 

 

○事務局 

次に、次第に従いまして川島会長よりご挨拶をお願いいたします。 

 

○会長 

国民健康保険税の改定についての諮問を頂戴しました。皆様のお手元にも、諮問文の

写しが配付されていますので、ご確認願います。 

この運営協議会で、委員の皆様方のご協力を得ながら慎重に議論し、充分検討のう

え、答申を申し上げていきたいと考えます。 
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○事務局 

ありがとうございました。ここで、上野市長は所用のため退席させていただきます。 

 

（市長退席） 

 

○事務局 

それでは、議事に入ります前に、本日の会議の成立についてご報告いたします。 

委員定数７名中５名が出席しており、定数の半数を超えていることから、北広島市国

民健康保険運営協議会規則第 4 条第 5 項の規定による会議開催の要件を満たしており

ますことをご報告いたします。 

ここからは議長である川島会長に議事の進行をお願いいたします。 

 

○会長 

それでは、まず本日の会議録署名委員の指名ですが、私の方から指名をさせていただ

きます。今井委員、奥田委員にお願いいたします。 

それでは、議事に入ります。 

会議次第 4、審議事項第 1号の「北広島市国民健康保険税率の改定について」でござ

います。事務局から説明をお願いします。 

 

（事務局説明） 

 

○会長 

ただいま事務局から「北広島市国民健康保険税率の改定について」の説明をいただき

ました。ご質問やご意見などはございませんか。 

説明の中で分からないことや、確認したいこと等何でも結構でございます。いかがで

しょうか。 

 

○Ａ委員 

審議事項（1）資料の、11月 14日に通知された仮係数を基に計算された「1人あたり

保険税収納必要額」の棒グラフ上部の 1,494 円についてですが、貸付金の償還にあた

るところはすでに積み立ているとのことですから、実質的には、「1 人あたり保険税収

納必要額」に含まれないということなのでしょうか。 

 

○事務局 

1,494円のうち、貸付金の償還分に関しましては、すでに積み立てていることから保

険税収納必要額に含まないことになりますが、平成 29年度以前の精算分に関してもこ

の金額に含まれていますので、1,494円全額が保険税収納必要額とならないわけではあ

りません。 

 

○会長 

ほかにございませんか。 
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特にないようでしたら、今回の説明内容につきましては、よろしいでしょうか。 

事務局の説明にありましたように、1月に再度審議を行うということでしたので、皆

さまよろしくお願いします。 

 

○会長 

次に、審議事項第２号の「北広島市国民健康保険税 課税限度額の改定について」で

ございます。事務局から説明をお願いします。 

 

（事務局説明） 

 

○会長 

ただいま事務局から「北広島市国民健康保険税 課税限度額の改定について」の説明

をいただきました。ご質問やご意見などはございませんか。 

説明の中で分からないことや、確認したいこと等何でも結構でございます。いかがで

しょうか。 

 

(質問・意見なし) 

 

○会長 

「北広島市国民健康保険税 課税限度額の改定について」、この諮問事項については、

おおむね同意されているというように感じておりますが、それでよろしいでしょうか。 

 

(異議なしの声) 

 

○会長 

では、審議事項第２号の「北広島市国民健康保険税 課税限度額の改定について」は

同意したものとし、この度の諮問について原案のとおり承認するものとさせていただ

きたいと思います。 

 

○事務局 

国民健康保険税の改定について、ご審議いただきありがとうございました。 

限度額の改定につきましては、承認をいただきましたが、税率の改定と限度額の改定

の 2 点について諮問させていただいておりますので、税率改定の審議が終わりまして

から、合わせて答申をいただきたいと思います。 

 

○会長 

皆様よろしいでしょうか。では、そのように進めてまいりたいと思います。 

次に 会議次第 5、報告事項第 1 号「令和元年度国民健康保険事業特別会計 補正予

算（案）について」事務局から説明願います。 

 

（事務局説明） 
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○会長 

これより質疑を行います。ただいまの説明につきまして、ご質問やご意見などはござ

いませんか。 

 

(質問・意見なし) 

 

ご質問がなければ、ただいまの件、これでよろしいでしょうか。異議なしということ

ですので、報告どおり承認といたします。 

最後に、その他の事項について事務局からお願いします。 

 

○事務局 

先ほど申し上げましたが、次回の協議会は、確定係数による算定結果が示される 1月

中旬以降の開催となりますが、現時点でのご都合をお伺いさせていただきたいと思い

ます。 

 

（委員の予定確認） 

 

○事務局 

次回の開催予定日につきましては、本日欠席されております安達委員・山美委員のご

都合を確認した後に決定させていただきます。事務局からは、以上でございます。 

 

○会長 

各委員の皆さんからは、何かありますか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

○会長 

それでは、以上をもちまして、協議会を終了いたします。本日はありがとうございま

した。 

 

閉 会（午後 6時 40分） 

               


